
「行政文書提供制度」検討の経緯

迎             会 (平成 22年 7月 )に ついて

前回の審議会では、開示請求件数の多い公文書を管理する所属か ら聞き取 りを行い、

各所属が、開示請求ではな く、より簡易な方法で情報提供することができないかを検討

しました。

情報公開の推進は、情報を管理 している各所属が主体的に取 り組むべきものですが、

各所属の取組みを後押 しする意味で、全庁共通の仕組みを見直 し、改善を図ることも大

切です。

開示請求による情報入手には一定の時間がかかるため、県民がより簡易な手続きで行

政文書の写 しを手に入れ られるよう、 「行政文書提供待J度」について、これか ら検討 し

ていくこととしま した。

(2)現 状 と課題

県民から文書の写 しを求められた場合の、

「開示請求」 「文書の貸 出 し」 「無償提供」

ています。

現在の県の対応 を2ペ ージに整理 しました。

のいずれ も、記載 した とお りの課題 を持 っ

無償提供 ・貸出しで

対応 している文書

(3)「 行政文書提供制度」の検討

2ペ ージに示 した課題 を解決するため、現行の制度 を補完す る仕組み として、「行政

文書提供制度 (写しの交付制度)」を検討 していきます。

これは、非開示情報が含まれていない行政文書について、公文書開示請求の手続きに

よらず文書の写 しを変付できる制度です。 この制度のもとでは、一定の文書について、

決定通知を作 ることなく、相手方に費用の負担を求め、文書を交付することができます。

新たな制度導入後のイメージを、 3ペ ージに整理 しています。また、 4～ 5ペ ージで

は、「開示請求の事務フロー図」 と 「新制度の事務フロー図」を比較 しています。

開示請求で対応 している文書

新たな制度で対応する文書

(4)今 後のスケジュール (案)

今後のスケジュール (案)を 6ペ ージに示 しています。
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4 今 後のスケジュール (案)

審議会

H22

第 2回

H22.12.24

○他県の制度について説明。

①群馬県で制度を策定する

上での課題整理。

位置づけ

○審議会からの意見、要

望等を聴取。

○原案策定する上での課

題整理。

|
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○最終案に向けての方針

を決定する。

容

|
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○原案を提示。

○各所属の意見や、意見を
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○最終案を提示。 ○最終案の確認。調整。
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04月 からの運用状況に

ついて報告

○改善すべき点や今後の

課題を整理
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